
女川原発２号機の再稼働を許さず、原子力推進政策の撤回を求める原水禁声明 

 

 10 月 29 日、東北電力は女川原発２号機の原子炉を起動し再稼働させた。福島第

一原発事故後、東日本で初めての再稼働となる。 

 今回再稼働した女川原発２号機は、事故原因の究明がいまだなされていない福島

第一原発と同型の沸騰水型軽水炉（BWR）であり、先に西日本で再稼働をしている

加圧水型炉（PWR）とは意味合いを異にするものである。東日本大震災では、高さ

約 13メートルの津波に襲われ、原子炉建屋地下が浸水するなど被災した。先の能登

半島地震でも大きな問題となった住民の被災と避難の問題については何ら解決され

ていない。事故時の避難計画に実行性がないとする住民訴訟の判決もまだ出ておら

ず、再稼働に対するさまざまなリスクを取り除けていない。 

 女川原発２号機の再稼働は、夏や冬に電力需給が逼迫しやすい東日本での安定供

給を念頭にすすめられた。しかし、いまだ行き先の決まらない高レベル放射性廃棄

物（核のごみ）問題をかかえ、高コストで安全とはいえない原子力発電に頼ること

は、決して持続可能な解決策ではない。 

 GX 基本方針を策定後、政府は福島原発事故そのものがなかったかのように、原

発積極活用へと舵を切っている。原発事故によっていまだ故郷に帰ることもできな

いまま避難を強いられている人々が２万人以上いるにもかかわらず、なぜ今も原発

推進をするのか、だれかの犠牲の上に成り立つような原子力政策を私たちは望んで

いない。 

 私たちは、福島原発事故を経験し、能登半島地震により日本のどこでも地震のリ

スクがあることを再認識し、自然災害と原発事故による複合災害への危機感を強く

持っている。気候危機による自然災害が多発している今、さらに原発再稼働によっ

て複合災害へのリスクを高めることは、住民の安全な暮らしを奪うも同然のことで

ある。そして、それは命に関わる重大な問題だと認識すべきだ。 

 原水禁は、原子力政策が既に行き詰まっていることをこれまでも繰り返し指摘し

てきた。原子力政策を延命させるために様々な理屈をつけて原発の再稼働をすすめ

るのではなく、各地域での持続可能な再生可能エネルギーによる発電の普及や省エ

ネ政策に本腰を入れていくべきだと考える。原子力推進政策の維持継続ありきの議

論を脱し、だれもが安全な暮らしができる未来を描いていく必要がある。 

 私たちはあらめて、女川原発２号機の即時停止と、原子力推進政策の撤回を強く

求める。 
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